
 
様式第１号（第３条関係） 
 
 
堺市長 殿［学校給食申込］ 
堺市公金取扱金融機関 御中［口座振替･自動払込］ 
 

学校給食申込書 兼 堺市学校給食費 
預金口座振替依頼書 

自動払込利用申込書 
 
 私は、下記の児童・生徒に学校給食を受けさせるため、下記のとおり申し込みします。学校給食費は、

下記の支払方法でお支払いします。また、申し込みにあたり、裏面の注意事項及び同意事項を厳守します。 
 

   記入日     年   月   日 
 

保 

護 

者 

住  所 
 

 

フリガナ  児童・生徒 
か ら 見 た 
続   柄 

 
氏  名  

連 絡 先  
 

児 
童 
・ 
生 
徒 

学 校 名   

フリガナ  
学 年 組 
出席番号 

 
氏  名  

★学校給食費の支払方法を選択してください。（「口座振替･自動払込」が原則です。） 

 

 

「ゆうちょ銀行以外の金融機関」又は「ゆうちょ銀行」のどちらか一方に保護者名義の口座をご記入ください。 

金融機関CD  支店CD   払込開始年月 令和  年  月 
 

ゆうちょ銀行以外 

の金融機関 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

預金種目 口座番号（右づめでご記入ください。） 

        

 

ゆうちょ銀行 

契約種別 通帳記号 ※ 通帳番号（右づめでご記入ください。）  

               

払込先口座番号  払込先加入者名  

※欄は、通帳の記号の後にハイフン(-)と数字がある場合のみご記入ください。 
 

児童・生徒 
か ら 見 た 
続   柄 

 フリガナ   

 

口座名義人 
 

  
 

  預金者住所 
(ゆうちょ銀行のみ) 

 

 
  取扱店日附印 

 

 

金 
融 
機 
関 
使 
用 
欄 

 

 検印 

 

印鑑照合 

 

受付印 

 



 

【学校給食申込書】 

○ 注意事項 

１ 児童・生徒１人につき１枚ずつご記入ください。 

２ 児童・生徒への学校給食の提供期間は、特に申し出がない限り、小学校又は特別支援学校小学部の

入学（又は市外からの転入）から、中学校又は特別支援学校中学部の卒業（又は市外への転校）まで

となります。 

３ 平日５日以上の欠席や転出等により学校給食を停止又は再開する場合は、事前に届け出が必要です。 

４ 食物アレルギー等により、学校給食の全部又は一部の提供を停止する場合は、学校に相談の上、必

要書類を学校に提出してください。その後、牛乳やパン又は米飯の提供を停止する場合は、事前に届

け出が必要です。 

５ 自然災害等により学校が臨時休業となった場合や、平日５日前（休業日を除く）を過ぎてキャンセ

ルした場合は、学校給食費の返金はありません。また、学級閉鎖については、学級閉鎖の翌々日から

学校給食費を返金します。 

６ 学校給食費の負担は、夫婦の日常の家事に関する債務の連帯責任を規定した民法第７６１条が適用

になります。 

７ 学校給食費を納付期限までにお支払いいただけない場合は、遅延損害金を請求することがあります。 

８ 学校給食費の滞納が続き、支払う意思が見られない場合、法的措置を講じることがあります。 

○ 同意事項 

１ 学校給食費に還付金が生じた場合は、今回手続きする口座への振り込みに同意します。 

２ 学校給食の管理運営目的に利用するため、堺市及び堺市教育委員会が有する個人情報（学齢簿情報、

就学援助情報、生活保護情報、特別支援教育就学奨励費情報、児童手当及び特例給付に係る情報）を

学校給食課に提供し、関係する組織間で共有することに同意します。 

３ 学校給食費に滞納が生じた場合、学校給食課が債権の回収に必要な範囲内において、保護者の個人

情報を調査・取得し、関係する組織間で共有することに同意します。 

４ 学校給食費の未納があり督促及び催告に応じなかった場合は、財産調査及び裁判所への支払督促等

の手続きを開始することに同意します。 

 

【堺市学校給食費預金口座振替依頼書】 

○ 約定（ゆうちょ銀行を除く） 

１ 私が堺市に納めるべき学校給食費の納付書等が、堺市から貴金融機関に送付されたときは、貴金融

機関において、振替指定日に指定口座から私に通知することなく、納付書等に記載の金額を振替納付

してください。 

２ 預金の払出手続については、当座勘定規定、普通預金規定又は貯金規定にかかわらず、小切手の振

出し又は預貯金通帳及び預貯金払戻請求書の提出などいたしませんから、貴金融機関所定の方法で処

理してください。 

３ この口座振替による納付にかかる領収証書の発行については、請求いたしません。 

４ 指定口座の残高が振替日において納付書等の金額に満たないときは、私に通知することなく、堺市

にその納付書等を返却されても異議はありません。 

５ この口座振替契約は、貴金融機関が必要と認めた場合には、私に通知することなく解約されても異

議はありません。 

６ この口座振替契約を解約する場合には、私から貴金融機関及び堺市へ連絡します。 

７ この取扱いについて、万一紛議が生じても、貴金融機関の責によるものを除き、貴金融機関には迷

惑をかけません。 

※ ゆうちょ銀行をご指定の場合は、自動払込み規定が適用されます。 


